
令和７年度 第１１回辻堂まちづくり会議 議事録 

 

【議事録】 

（進行 増渕主幹） 

〇開会前確認 

（１）会議成立に関する報告 

（２）資料の確認 

変更 

次第 ４今後の予定 広報委員会  3月 14日(土)12時から 

辻堂交流部会 3月 14日(土)14時から 

    変更前 

次第 ４今後の予定 広報委員会  3月 14日(土)13時から 

日時 ２０２６年２月２６（木） １３：３０ ～ １５：００  

場所 辻堂市民センター サンキホームホール 

出席者 

      

☑ 小川会長 ☑ 吉田（秀）副会長 ☑ 伊藤副会長 

☑ 秋山副会長 ☑ 柴田委員 ☑ 山田（泰）委員 

☑ 和田委員 ☑ 吉田（紀）委員 ☐ 山田（均）委員 

☑ 大川委員 ☑ 近藤委員 ☑ 秋葉委員 

☐ 鷹野委員 ☑ 髙山委員 ☑ 中野委員 

☑ 生駒委員 ☑ 松尾委員 ☑ 黒川委員 

☐ 髙野委員 ☐ 村上委員 ☑ 山下委員 

☑ 鶴田委員 ☑ 堀川委員 ☐ 千葉委員 

☑ 高木委員 ☐ 大沼委員 ☑ 関岡委員 

☑ 雲居委員 ☐ 禹委員 ☑ 田頭委員 

☐ 佐久間委員     
      

事務局 ☑ 横田センター長 ☑ 増渕主幹 ☑ 松本 ☑ 片山 

☑ 狩野尾 ☑ 入内島 ☑ 小山内 ☐  

議題等 １ 前回会議議事録の確認について 

２ 議題 

（１）部会等からの承認案件、周知事項 

ア くらし安心・安全部会（2/12） 

イ 辻堂交流部会（2/14） 

ウ 福祉部会（2/19） 

エ 広報委員会（2/14） 

（２）まちづくり会議委員改選について 

（３）その他 

３ その他 

 （１）地域団体等からの周知事項など 

 （２）その他 

４ 今後の予定 

資料 ・辻堂まちづくり会議だより 

・辻堂さんぽ 

傍聴者 １人 



辻堂交流部会 3月 14日(土)9時 30分から 

 

（３）傍聴の取扱いについて 

 

１  前回会議議事録の確認について 

   資料のとおり 

 

２ 議題 

（１）部会等からの承認案件、周知事項 

ア くらし安心・安全部会（１/１２） 

山田（泰）部会長から資料のとおり説明があった。（Ｐ６） 

    【意見等】 

    ・先月開催された高砂小学校学校運営協議会防犯グループにおいて、校長から「不 

審者に対する見守りを募集している。まちづくり会議で呼びかけしてほしい。」 

との依頼があった。庭先、玄関先での見守りでよいと思うので、協議したい。（高 

木委員） 

     →以前、各自治会・防犯協会にて下校時間の見守りをしていた。（山田泰委員） 

     →現在も年一回、防犯協会で見守りパトロールをしている。（事務局） 

     →父兄から日常的に見守りしてほしいと要請がきた。（高木委員） 

     →自治会によってはおかえりパトロールをしている。（伊藤委員）  

     →高齢者は頼りにされるとうれしい。高齢者の方が見守りをすることで、子ど 

もたちと挨拶をし、近所とも声を交わす機会が増え、それが居場所づくりに 

繋がっていく。（高木委員）  

     →防犯協会と連携したほうがいいのではないか。（小川会長） 

  

    ＜後半に続く＞ 

 

イ 辻堂交流部会（１/１４） 

秋山部会長から資料のとおり説明があった。（Ｐ１０） 

  ・春の辻堂ウォーキング（３/７）に参加してほしい。 

 ミニウォークの先導が４人必要。  

協力依頼 →高木委員  

   

ウ 福祉部会（１/１９） 

 松尾部会長から資料のとおり説明があった。（Ｐ１９） 

 ・朝市のレイアウトを変更した。窓口を背にし、図書館側を通路にした。 

 【意見等】 

・辻堂市民の家の裏庭に防草シートを張ったので、裏に行かないようにして 

ください。（秋山委員）  

      

エ 広報委員会（１/１４） 

 鶴田委員長から資料のとおり説明があった。（Ｐ２３） 

     ・のぼり旗、横幕のキャッチフレーズについて 

Ｐ２５を参考にすると、公式キャッチフレーズとは別のテーマを設けている 

地区があるので、辻堂も「辻堂プライド」・「人と人がつながるまち辻堂」を 

キャッチフレーズにする。 



→拍手にて賛同いただいた。 

     ・のぼり旗は禹委員のデザインで作成中。 

 

★全体集会企画委員会 

・本日全体会議後、意見交換をします。（吉田秀委員） 

 

（２）まちづくり会議委員改選について 

増渕から説明があった。 

・再任意思確認（連続２回まで再任できる） 

→高木委員、雲居委員、千葉委員、禹委員 

 拍手で承認いただく。 

・次回の全体会は今期最後なので、皆様からひと言いただきます。 

 

３ その他 

（１）地域団体等からの周知事項など 

・合同講演会（３/１）Ｐ２８（松尾委員）  

追加 

・不登校児と関わることがあり、その子はゲーム・スマホ依存の一歩手前までな 

っていた。ゲーム・スマホ依存はアルコール中毒と同じようだが、遠ざけること 

が難しいので、アルコール中毒よりも治すのが難しい。ぜひ講演を聞いてほしい。 

（吉田秀委員）  

・生環視察研修（３/５）Ｐ２９（吉田紀委員） 

     参加者募集 参加費 1,000円 

     申込 現在 15名中 9名。 

辻堂地区内の自治会・町内会加入者であればどなたでも参加できます。（事務局） 

 

（２）その他 

   ・辻堂団地バスロータリーの運用について 

増渕主幹から説明があった。 

   →乱横断をすることで今まで事故はあったのか。（小川会長） 

    →大きな事故は近年ありません。（事務局） 

 

★八松小学校で茶話会があります、参加しませんか？（吉田秀委員） 

       3/4 9：35～10：00  大沼委員  

          11：00～    秋山委員    

3/5 9：35～10：00  小川委員 生駒委員 高山委員 

11：00～     秋山委員 千葉委員 

 

★市民の家の利用ありがとうございます。市民の家はあまり知られていないので、 

いい機会になります。市民の家運営委員をまちづくり委員にしたらどうでしょうか。

（秋山委員）  

→仕組みとして推薦団体に追加することはできるが、実際にやる、やらないは別 

問題であり、２年後に向けて様々な意見をいただく中での検討が必要。（増渕主 

幹）  

→辻堂地区に公共施設はそのほかにいくつもあるため、そのことも踏まえて様々 

な意見をいただく中での検討が必要。（横田センター長） 



  

★まちづくり会議だよりの仕分け作業（鶴田委員）  

 3/16(月) 13：30～ 地域防災拠点本部 

    松尾委員 小川委員 近藤委員 秋葉委員 雲居委員 

 

＜くらし安心・安全部会 続き＞ 

→子ども見守り委員会ではすぐーるに登録しており、不審者情報の連絡が来る。 

 状況によっては青少年指導員でパトロールをしている。しかし、すぐーるに 

上がらない不審者がいるので、それ以外でも見守りの目を増やしたい。 

      小委員会で検討してから全体に投げかける。防犯協会への呼びかけも必要。

（吉田秀委員） 

     →人を募り行動するのではなく、「自分の家で見守る」くらいでいい。買い物中、 

草むしりなど、何かしながらでいい。各団体で見守りを広めればよいのでは 

ないか。（松尾委員） 

     →登校時間に車道で声かけをしている。登下校時の見守りでいい。（雲居委員）  

     →まちづくり会議で、不審者の出た場所、また交通事故の危険個所を洗い出し 

たうえで、検討したほうがいい。 

      朝の交通状況をみていると、大人のマナー違反が多い。今の若年層は運転免 

許証を持たない傾向が高いため、交通ルールを知らない人が多い。（秋山委員）  

     →明治地区では元気な高齢者が多い。明治小学校ではおはようボランティアが 

あり、学校に申請すれば参加できる。まちづくり会議でおはようボランティ 

アを広めてはどうか。（黒川委員） 

  →近所に声をかけてみたらいいと思う。（秋山委員） 

  →自治会を経由したら広められるのではないか。（小川会長） 

  →危険箇所に立つ、パトロールをするのではなく、家の前での見守りでよい。  

出来るだけ多くの方に参加してほしいが、周知方法がわからない。（高木委 

員） 

  →ビブスなどを着て見守り中だとわかるようにしたらどうか？黄色いタオルも 

目立ってよいので配布してもよいと思う。（鶴田委員）  

  →高砂小学校学校協議会からの要請については、本日は結論は出さず、継続協 

議することとした。 

 

４ 今後の予定 

●駅前掲示板 3月 2日（月）9:30集合 辻堂交流部会 2人 

●辻堂朝市  3月 12日（木）、26日（木）8:00集合 辻堂交流部会 3人 

〇くらし安心・安全部会     3月 12日（木）13時 30分から 

〇広報委員会          3月 14日（土）12時から 

〇辻堂交流部会         3月 14日（土）14時から 

〇福祉部会           3月 19日（木）13時 30分から 

〇第 12回辻堂まちづくり会議  3月 26日（木）13時 30分から 15時まで 

 

 

以 上 


